
秋田県漁業調整規則第36条（内水面抜粋）

禁止区域 禁止期間

秋田市四ツ小屋地先の岩見川と雄物川の合流点の標木か

ら雄物川の上流100メートル、下流500メートルまでの区

域

由利本荘市滝沢頭首工上流端から下流の同市矢島川辺字

小坂戸下442番地先の標木までの間の区域

横手市皆瀨頭首工右岸上流端から上流1,200メートル、

下流300メートル、左岸上流端から上流30メートル下流

300メートルまでの間の区域

雄勝郡羽後町大久保堰上流端から上流100メートル、下

流100メートルまでの間の区域

大仙市松倉頭首工上流端から上流660メートルまでの区

域
６月１日から１２月３１日まで

周年


